
団体名 兵庫県　芦屋市

１　一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの） （百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支 地方債現在高
他会計からの
繰入金

一般会計 42,291 40,472 1,819 1,512 98,549 2,415

公共用地取得費
特別会計

3,454 3,391 63 63 6,845 78

打出・芦屋財産区
共有財産会計

920 903 17 17 - -

三条・津知財産区
共有財産会計

2 1 1 1 - -

普通会計 43,227 41,296 1,931 1,291 105,358 50

２　１以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの） （百万円）

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

地方債現在高
他会計からの
繰入金

病院事業会計 4,195 4,419 △ 224 - 1,679 947

水道事業会計 2,191 2,097 94 - 3,973 42

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 7,211  7,303 △ 92 △ 92 - 883
（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 3,520  3,497 47 12 15,465 850
（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 8,190  8,257 △ 67 △ 67 - 502
（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 294  293 1 1 2,513 246
介護保険事業会計 （歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支） 基金から

(保険事業勘定)  4,896  4,874 22 22 236 749 20百万円繰入
介護保険事業会計 （歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

(介護サービス事業勘定)  2  2 0 0 - 2
（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 3,347  3,181 181 23 - 3,320
　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。

　　　　　２．不良債務が～百万円となるときは、「△～」と表記している。

３　関係する一部事務組合等の財政状況 （百万円　，　％）

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

形式収支
（純損益）

実質収支
（不良債務）

地方債現在高
当該団体の
負担割合

丹波少年自然の家
事務組合

209 196 13 13 347 5.1

（総収益） （総費用） （純損益） （不良債務）

18,922 20,520 △ 1,598 - 112,934 -

４　第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 （百万円）

経常損益
（千円）

資本又は
正味財産
（千円）

当該団体か
らの出資金
（千円）

当該団体か
らの補助金
（千円）

当該団体か
らの貸付金
（千円）

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

備考

芦屋市
土地開発公社

53,369 1,359,701 5,000 - 2,010,000 6,190

財団法人芦屋
ハートフル福祉公社

△ 25,183 240,226 200,000 95,858 - -

芦屋都市管理
株式会社

7,955 268,321 29,000 - - -

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

５　財政指数

　（注）　実質公債費比率は、平成１８年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成１５年度から平成１７年度の３カ年平均である。

財政状況等一覧表（平成１７年度）
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下水道事業会計

国民健康保険事業会計
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基金から
191百万円繰入
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宅地造成事業会計

備考

駐車場事業会計

阪神水道企業団 繰出金246百万円

老人保健医療事業会計


